
令和５年７月 

 

事業者（債権者）の皆様 

 

京都市上下水道局契約会計課 

会計担当（075-672-7723） 

 

令和５年１０月からインボイス制度に対応した 

請求書標準様式に変更します。 

 

令和５年１０月１日から導入が予定されている適格請求書保存方式（インボ

イス制度）の開始に伴い、京都市上下水道局請求書様式を別添のとおり変更しま

す。 

令和５年１０月１日以降の支払いにおいて、現在の様式の請求書はご使用い

ただけません。インボイス制度導入開始までの期間に新様式へ移行していただ

きますようお願いいたします。（令和５年７月以降のご請求から、新しい標準様

式をご使用いただけます。） 

 

変更後の様式は、京都市上下水道局のホームページ内に掲載しています。 

【京都市上下水道局のトップ→事業者のみなさまへ→請求書・債権者登録】 

（ＵＲＬ） 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/category/174-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html 
お問い合わせは、上記会計担当までお願いいたします。 

 

インボイス制度に必要な要件（登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費

税額等）が記載されていれば、債権者様の独自の様式をご使用いただいても構い

ませんが、可能な限りこの新しい様式をご使用くださいますようお願いいたし

ます。 

 

債権者登録制度について 

当局から今後も複数回の支払を受けることが見込まれる場合は、債権者登録

をお願いいたします。登録後は、債権者様の通帳に、請求書に記載いただいた請

求書番号が印字され、振込内容の確認が容易になります。 

債権者登録（口座振替払）についても、上記サイトでご確認ください。 



円

※　金額の先頭に「￥」等を記入してください。

（宛先）京都市公営企業管理者上下水道局長

インボイスに登録している。   →登録番号 T
インボイスに登録していない。→登録番号は記入不要です。

※　法人・団体の場合は、所在地、法人・団体の名称、請求権限のある方（代表取締役、
　　理事長、代表者から委任を受けた支店長等）の職名・氏名を記入してください。

軽減税率適用　　

経過措置により旧税率適用

以下のいずれかにチェックしてください。

登録口座

登録していない下記の口座　→　以下のすべての項目を記入してください。

取引年月日 件　名　・　品　名　等

請 求 書
請求書番号

請求金額

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一

日

　
請
求
者 住所

氏名

請求日 年 月

数量 単価（税抜） 金 額（税抜）

口座名義
（漢字等）

［税率が通常(10%)と異なる場合］

8%対象 税抜合計

消費税及び地方消費税相当額

請求金額

10%対象 税抜合計

※消費税対象外取引の場合は、「請求金額」のみ記入してください。

内
訳

　
振
込
口
座 金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号

　普通（総合）
　当座
　貯蓄
　その他

口座名義
（フリガナ）

消費税及び地方消費税相当額


